
上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
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上尾市条例第/9号
上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

上尾市国民健康保険税条例 (昭和 30年 上尾市条例第 51号 )の 一部を次
のように改正する。

第 2条 第 1項 第 1号 中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、

「介護納付金」 とい う。 )」 の次に 「及び子ども・子育て支援法 (平 成 24

年法律第 65号 )の 規定による子 ども・子育て支援納付金 (以 下この条にお
いて 「子 ども 。子育て支援納付金」 とい う。 )」 を加 え、同項に次の 1号 を

(4)子 ども・子育て支援納付金課税額 (国 民健康保険税の うち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要す る費用 (埼 玉県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。 )に 充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。 )

第 2条 第 2項 ただ し書中 「65万 円」を 「66万 円」に改め、同条第 3項

ただ し書中 「24万 円」を「26万 円」に改め、同条に次の 1項 を加える。
5 第 1項 第 4号 の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主 (前条第 2

項の世帯主を除 く。 )及 びその世帯に属する国民健康保険の被保険者 につ

き算定 した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する

18歳 以上被保険者 (地 方税法 (昭 和 25年 法律第 226号 。以下 「法」
とい う。 )第 703条 の 4第 30項 に規定する 18歳 以上被保険者をい う。
以下同 じ。)に つき算定 した 18歳 以上被保険者均等割額を加算 した額 と

する。

第 3条 第 1項 中 「地方税法 (昭 和 25年 法律第 226号 。以下 「法」とい

う。 )」 を 「法」に、 「100分 の 7.2」 を 「100分 の 8.1」 に改め
る。

第 4条 中「 3万 8,000円 」を「4万 9, 233円 」に改める。
第 5条 中 「100分 の 2.7」 を「 100分 の 2.83」 に改める。
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第 5条 の 2中 「 1万 5, 000円 」を「 1万 7, 105円 」に改める。

第 6条 中「 100分 の 2.4」 を「 100分 の 2.47」 に改める。

第 7条 中「 1万 7,000円 」を「 1万 7,492円 」に改め、同条の次

に次の 3条 を加える。

(国 民健康保険の被保険者に係 る子ども 。子育て支援納付金課税額の所得

割額 )

第 7条 の 2 第 2条第 5項 の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に 10

0分の 0.26を 乗 じて算定する。

(国 民健康保険の被保険者に係 る子ども 。子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 )

第 7条 の 3 第 2条第 5項 の被保険者均等割額は、被保険者 1人 について 1,

580円 とする。

(18歳 以上被保険者に係 る子 ども・子育て支援納付金課税額の 18歳以
上被保険者均等割額 )

第 7条 の 4 第 2条第 5項 の 18歳以上被保険者均等割額は、 18歳 以上被

保険者 1人 について 107円 とする。

第 19条 第 1項 中 「65万 円」を「 66万 円」に、 「24万 円」を「 26

万円」に、 「並びに同条第 4項本文」を「、同条第 4項本文」に改め、「場

合は、 17万 円)」 の次に「並びに同条第 5項 の子 ども・子育て支援納付金

課税額か ら当該各号工に掲げる額を減額 して得た額」を加え、同項第 1号 ア

中 「2万 6,600円 」を「 3万 4,464円 」に改め、同号イ中 「 1万 5

00円 」を 「 1万 1, 974円 」に改め、同号ウ中「 1万 1, 900円 」を
「 1万 2, 245円 」に改め、同号に次のように加える。

~

工 国民健康保険の被保険者に係 る子 ども 。子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額  被保険者 (第 1条 第 2項 に規定す る世帯主を除

く。 )1人 について  1, 106円

第 19条第 1項第 2号 ア中「 1万 9,000円 」を「 2万 4, 617円 」

に改め、同号イ中 「 7, 500円 」を 「8, 553円 」に改め、同号 ウ中
「8, 500円 」を「8, 746円 」に改め、同号に次のように加える。
工 国民健康保険の被保険者に係 る子 ども 。子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額  被保険者 (第 1条 第 2項 に規定す る世帯主を除



く。)1人 について  790円

第 19条第 1項第 3号ア中 「7, 600円 」を「 9, 847円 」に改め、

同号イ中 「3, 000円 」を 「3, 42■ 円」に改め、同号 ウ中「 3, 40

0円 」を「3,499円 」に改め、同号に次のように加える。
工 国民健康保険の被保険者に係 る子 ども 。子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額  被保険者 (第 1条 第 2項 に規定す る世帯主を除

く。)1人 について  316円

第 19条第 2項 第 1号ア中 「5, 700円 」を 「7, 385円 」に改め、

同号イ中 「9, 500円 」を 「 1万 2, 308円 」に改め、同号ウ中 「 1万

5, 200円 」を「 1万 9, 693円 」に改め、同号工中「 1万 9, 000

円」を「 2万 4, 617円 」に改め、同項第 2号 ア中 「2, 250円 」を
「 2, 566円 」に改め、同号イ中 「3, 750円 」を 『4, 276円 」に

改め、同号ウ中「 6,000円 」を「 6, 842円 」に改め、同号工中「 7,

500円 」を「8, 553円 」に改め、同項に次の 1号 を加 える。

(3)国 民健康保険の被保険者に係 る子ども 。子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応 じ、それぞれ未就学児 1人

について次に定める額

ア 前項第 1号工に規定する金額を減額 した世帯  237円

イ 前項第 2号工に規定する金額を減額 した世帯  395円

ウ 前項第 3号工に規定する金額を減額 した世帯  632円
工 ・アか らウまでに掲げる世帯以外の世帯  790円

第 19条第 3項 に次の 2号 を加える。

(7)国 民健康保険の出産被保険者に係る子 ども 。子育て支援納付金課税額

の所得割額  当該出産被保険者につき第 7条 の 2の 規定により算定 した

所得割額の 12分 の 1の 額に、当該出産被保険者の産前産後期間の うち
当該年度に属する月数を乗 じて得た額

〔8)国 民健康保険の出産被保険者に係 る子 ども 。子育て支援納付金課税額
の被保険者均等割額  当該出産被保険者につき第 7条 の 3の 規定により
算定 した被保険者均等割額 (第 1項 に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の 12分の 1の 額
に、当該出産被保険者の産前産後期間の うち当該年度 に属する月数を乗



じて得た額

附則第 3項 、第 4項 、第 6項 、第 7項 、第 8項 、第 9項 、第 10項 、第 1

1項 、第 12項及び第 13項 中 「第 6条 」の次に 「、第 7条 の 2」 を加える。
附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 8年 4月 1日 から施行する。

(経過措置 )

2 この条例による改正後の上尾市国民健康保険税条例の規定は、令和 8年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用 し、令和 7年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。


